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�愛媛県告示第１３５２号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１４条及び第１１８条の

規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官候

補生の募集期間を次のとおり告示する。

平成２８年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 男子（平成２８年度３・４月採用分（追加募集））

平成２８年１２月２１日（水）から

平成２９年２月８日（水）まで

�������
�愛媛県告示第１３５３号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１４条の規定に基づき、

陸上自衛隊の自衛官候補生の募集期間を次のとおり告示する。

平成２８年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 女子（平成２８年度３・４月採用分（追加募集））

平成２８年１２月２１日（水）から

平成２９年１月１１日（水）まで

�愛媛県告示第１３５４号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

平成２８年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 自衛官候補生の追加募集（２件）……………………………………………………………………………………………………………………（総務管理課）…９６４

○ 自衛官候補生の採用試験（２件）……………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…９６４
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○ 宇和島港港湾計画の変更の概要………………………………………………………………………………………………………………………（港湾海岸課）…９６８

○ 愛媛県中予地方局管内の県営住宅の指定管理者の指定……………………………………………………………………………………………（建築住宅課）…９６８

○ 愛媛県証紙売りさばき人の指定の取消し…………………………………………………………………………………………………………………（会計課）…９６８

○ 愛媛県証紙売りさばき人の指定願の記載事項の変更……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…９６９

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の許可申請の概要……………………………………………………（東予地方局環境保全課）…９６９

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）…９７１

○ 建設業者の許可の取消し………………………………………………………………………………………………………………………（中予地方局管理課）…９７１

○ 道路の供用開始（県道松山北条線）…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…９７１

○ 開発行為に関する工事の完了（３件）…………………………………………………………………………………………………（中予地方局建築指導課）…９７１

○ 指定障害福祉サービス事業の廃止………………………………………………………………………………………………………（南予地方局地域福祉課）…９７２

○ 建設業者の許可の取消し………………………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）…９７２

○ 道路の区域変更（一般国道３７８号）…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…９７２

○ 道路の供用開始（県道無月宇和島線）………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…９７３

○ 道路の供用開始（県道長浜中村線）………………………………………………………………………………………………（南予地方局大洲土木事務所）…９７３

○ 医師の指定…………………………………………………………………………………………………………………………………（福祉総合支援センター）…９７３

○ 指定医師の所在地の変更…………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…９７３

○ 指定医師の辞退の届出……………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…９７４

選挙管理委員会告示

○ 直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数……………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…９７４

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

平成２９年１月２２日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

（男子）

平成２９年２月１２日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

毎週（火・金）曜日発行 第２８３４号 平成２８年１２月１６日

平成２８年１２月１６日金曜日 第２８３４号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第１３５６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

愛南町広見地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、同条第

５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写しを縦

覧に供する。

平成２８年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・広見地区）計画書の写

し

２ 縦覧期間

平成２８年１２月１９日から平成２９年１月２３日まで

３ 縦覧場所

愛南町役場本庁、同内海支所、同御荘支所、同一本松支所及び

同西海支所

�愛媛県告示第１３５５号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項の規定に基づき、陸上自衛隊の自衛官候補生の採用試験の試験期日、試験場の位

置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

平成２８年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３５７号
愛媛県民有林林道事業補助金交付規程（昭和３０年３月愛媛県告示第２２２号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行し、平成２８年

度事業から適用する。

平成２８年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（女子）

平成２９年１月２２日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 この規程で、「林道に関する事業」とは、林業関係事業補

助金等交付要綱（昭和４７年８月１１日付け４７林野政第６４０号農林事

務次官通知）に規定する森林環境保全整備事業及び林道施設災害

関連事業、農山漁村地域整備交付金実施要綱（平成２２年４月１日

付け２１農振第２４５３号農林水産事務次官通知）に規定する森林整備

事業、地方創生道整備推進交付金交付要綱（平成２８年４月２０日付

け２８農振第１５０号農林水産事務次官及び国道環安第８号国土交通

事務次官通知）に規定する交付金の交付対象事業（以下「地方創

生道整備事業」という。）並びに県単独林道整備事業をいう。

２ 省略

（申請書等の提出）

第６条 前条に規定する補助金の内示を受けた事業主体は、次に掲

げる書類（県単独林道整備事業のうち森林作業道 の場合にあつ

ては、第２号の書類を除く。）を、所轄の地方局長に提出しなけ

ればならない。

�～� 省略

２・３ 省略

附 則

１１ 省略

１２ 林業関係事業補助金等交付要綱に基づき平成１８年度以前に採択

された事業計画に係る事業であつて平成２８年度以後に行われるも

のについての別表第１ ４の表１の項�アの規定の同年度以後に

おける適用については、同項�ア補助率率の欄中「１０分の５」と

（定義）

第２条 この規程で、「林道に関する事業」とは、林業関係事業補

助金等交付要綱（昭和４７年８月１１日付け４７林野政第６４０号農林事

務次官通知）に規定する森林環境保全整備事業及び林道施設災害

関連事業、農山漁村地域整備交付金実施要綱（平成２２年４月１日

付け２１農振第２４５３号農林水産事務次官通知）に規定する森林整備

事業

並びに県単独林道整備事業をいう。

２ 省略

（申請書等の提出）

第６条 前条に規定する補助金の内示を受けた事業主体は、次に掲

げる書類（県単独林道整備事業のうち林内作業車道の場合にあつ

ては、第２号の書類を除く。）を、所轄の地方局長に提出しなけ

ればならない。

�～� 省略

２・３ 省略

附 則

１１ 省略

愛 媛 県 報平成２８年１２月１６日 第２８３４号
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あるのは、「１０分の５．５」とする。

別表第１（第３条、別表第２関係）

１ 森林環境保全整備事業

別表第１（第３条、別表第２関係）

１ 森林環境保全整備事業

事 業 の 種 目

事業

の種

目の

内容

補助率

事 業 の 種 目

事業

の種

目の

内容

補助率

基

準

率
基

準

率

市町
市町

以外
市町

市町

以外

１ 省略 １ 省略

２ 林業

専用道

整備事

業

� 林業専用

道開設

省略 ２ 林業

専用道

整備事

業

� 林業専用

道の開設

省略

� 林業専用

道等改良・

舗装

ア 改良 同 同 １０ 分

の３．５

以内

１０ 分

の３．５

以内

イ 舗装 同 同 ６０ 分

の ２３

以内

６０ 分

の ２３

以内

� �及 び�以 外 の 林

道整備

省略 � � 以 外 の 林

道整備

省略

２・３ 省略

４ 地方創生道整備事業

２・３ 省略

事 業 の 種 目

事業

の種

目の

内容

補助率

基準 率

１ 育成

林整備

事業

� 森林

管理道

、林業

専用道

及び森

林施業

道の開

設

ア 森

林造

成林

道及

び峰

越連

絡林

道以

外の

林道

� 過

疎地

域の

市町

及び

振興

山村

の地

域で

行う

もの

自動

車道

当 該

事 業

に 係

る 事

業費

１０ 分

の ５

以内

� そ

の他

の地

域で

行う

もの

同 同 １０ 分

の４．５

以内

２ 林道

改良事

業

� 林道

改良・

舗装

ア 幹線林道 同 同 １０ 分

の ５

以内

イ その他の林

道（改良）

同 同 １０ 分

の ３

以内

ウ その他の林

道（舗装）

同 同 ３ 分

の １

以内

愛 媛 県 報平成２８年１２月１６日 第２８３４号
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３ 山の

みち地

域づく

り交付

金事業

� 山の

みちの

整備

ア 林道整備 同 同 ３ 分

の ２

に 調

整 率

を 乗

じ て

得 た

率 以

内

イ 森林作業道

等整備

同 同 同

� 地域創造型整備 施設

の整

備

同 ３ 分

の ２

以内

４ 林道点検診断・保全整備事業 自動

車道

同 １０ 分

の ５

以内

５ 県単独林道整備事業 ４ 県単独林道整備事業

事 業 の 種 目

事業

の種

目の

内容

補助率

事 業 の 種 類

事業

の種

目の

内容

補助率

基

準

率
基

準

率

市町
市町

以外
市町

市町

以外

１・２ 省略 １・２ 省略

３ 森林作業道開設 森林

作業

道

省

略

３ 林内作業車道 林内

作業

車道

省

略

別表第２（第２２条関係）

第１ 規程別表第１に定める森林環境保全整備事業、森林整備事

業（農山漁村地域整備交付金関係）、地方創生道整備事業及び

県単独林道整備事業の場合の様式

様式第１号（その１）（規程第６条第１項第１号の申請書）

省略

注 １ 件名及びただし書の事業名は、別表第１ １及び３から

５までに掲げる事業名を記入すること。

２ 省略

様式第１号（その２）～（その５） 省略

様式第２号（規程第６条第１項第２号の着工届出書）

省略

注 １ 省略

２ 表題の事業名は、別表第１ １及び３から５までに掲げ

る事業名を記入すること。

様式第３号（その１）（規程第６条第１項第３号のしゆん功届出

書）

省略

注 １ 表題の事業名は、別表第１ １及び３から５までに掲げ

る事業名を記入すること。

２ 省略

様式第３号（その２）・（その３） 省略

様式第４号～様式第１２号 省略

様式第１３号（規程第１９条の仕入れに係る消費税等相当額報告書）

別表第２（第２２条関係）

第１ 規程別表第１に定める森林環境保全整備事業、森林整備事

業（農山漁村地域整備交付金関係） 及び

県単独林道整備事業の場合の様式

様式第１号（その１）（規程第６条第１項第１号の申請書）

省略

注 １ 件名及びただし書の事業名は、別表第１ １、３及び４

に掲げる事業名を記入すること。

２ 省略

様式第１号（その２）～（その５） 省略

様式第２号（規程第６条第１項第２号の着工届出書）

省略

注 １ 省略

２ 表題の事業名は、別表第１ １、３及び４ に掲げ

る事業名を記入すること。

様式第３号（その１）（規程第６条第１項第３号の竣功届出書

）

省略

注 １ 表題の事業名は、別表第１ １、３及び４ に掲げ

る事業名を記入すること。

２ 省略

様式第３号（その２）・（その３） 省略

様式第４号～様式第１２号 省略

様式第１３号（規程第１９条の仕入れに係る消費税等相当額報告書）

愛 媛 県 報平成２８年１２月１６日 第２８３４号
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�愛媛県告示第１３５８号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３条の３第９項の規定に基づ

き、宇和島港港湾計画の変更の概要を次のとおり告示する。

平成２８年１２月１６日

宇和島港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ 港湾計画の変更の概要

宇和島港港湾計画の変更の概要（平成元年９月愛媛県告示第

１２７７号）、港湾計画の変更の概要（平成１３年５月愛媛県告示第

９３１号）及び港湾計画の変更の概要（平成１６年７月愛媛県告示第

１６６３号）によりその概要を告示した宇和島港港湾計画について変

更した事項は、次のとおりである。

� 臨港交通施設計画

道路

既定計画を変更する事項

名 称 起 点 終 点 車線数

臨 港 道 路 大
浦 ３ 号 線

大 浦 小 型 船 だ
ま り （ 南 ）

県 道 吉 田 宇 和
島 線 ２

� 土地利用計画

既定計画を変更する事項

地区名 面積（ヘクタール） 用 途

２（２）
ふ

埠頭用地

３（３） 港湾関連用地

大 浦

１（１） 都市機能用地

２（１） 交通機能用地

１（１） 危険物取扱施設用地

３（３） 緑地

注 （ ）の数値は、内数で、港湾の開発、利用及び保全
並びに港湾に隣接する区域の保全に特に密接に関連する
土地利用計画を示す。

� その他の計画

小型船だまり計画

既定計画を変更する事項

地区名 港 湾 施 設

大 浦
ふ

埠頭用地

２ 港湾計画の縦覧の場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部河川港湾局港湾海岸課

�������
�愛媛県告示第１３５９号
愛媛県県営住宅管理条例（昭和３５年愛媛県条例第１５号）第２５条の

３第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指定し

た。

平成２８年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

愛媛県中予地方局管内の県営住宅

２ 指定管理者の住所及び名称

広島市中区大手町五丁目３番１２号

愛媛県営住宅管理グループ

代表者 株式会社第一ビルサービス

構成員 新日本建設株式会社

３ 指定をした年月日

平成２８年１２月１４日

４ 指定の期間

平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで

�愛媛県告示第１３６０号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定によ

り告示する。

平成２８年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

省略 省略

注 １ 表題の事業名は、別表第１ １から５までに掲げる事

業名を記入すること。

２ 省略

注 １ 表題の事業名は、別表第１ １から４までに掲げる事

業名を記入すること。

２ 省略

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

宇第
１９号

宇和島市丸之内２丁目１番１７号 山 下 マスミ 宇和島市丸之内２丁目１番１７号 平成２８年１１月１日

宇第
３９号

宇和島市中沢町１丁目５番１５号 井 上 通 一 宇和島市中沢町２丁目１番２号 しんば
しデパート南店 城南薬品

平成２８年１０月２０日

愛 媛 県 報平成２８年１２月１６日 第２８３４号

９６８
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�愛媛県告示第１３６２号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２８年１２月１６日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋五丁目１１番３号

代表取締役 中里 佳明

２ 事業場の名称及び所在地

住友金属鉱山株式会社磯浦工場

新居浜市磯浦町１７番３号

３ 特定施設に関する事項

第３工場 �８除害塔

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� �１汚水処理施設

�愛媛県告示第１３６１号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更が許可されたので、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第４２号）

第５条第６項の規定により告示する。

平成２８年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定

番号

売 り さ ば き 人 変 更 事 項 変更許可

年 月 日住 所 氏 名 又 は 名 称 新 旧

宇第
１５号

宇和島市築地町２丁目５番１８号 うわうみ漁業協同組合 売りさばき人名称
うわうみ漁業協同組合
売りさばき人住所
宇和島市築地町２丁目５番１８号
売りさばき所
宇和島市蒋渕１１２２番地
うわうみ漁業協同組合蒋渕支所

売りさばき人名称
蒋渕漁業協同組合
売りさばき人住所
宇和島市蒋渕１１２２番地
売りさばき所
宇和島市蒋渕１１２２番地

平成２１年
６月１日

宇第
２７号

宇和島市寿町２丁目２９３番地５ 一般社団法人
愛媛県建設業協会宇和島地方支
部

売りさばき人名称
一般社団法人
愛媛県建設業協会宇和島地方支部
売りさばき人住所
宇和島市寿町２丁目２９３番地５
売りさばき所
宇和島市寿町２丁目２９３番地５

売りさばき人名称
社団法人
愛媛県建設業協会宇和島地方支部
売りさばき人住所
宇和島市明倫町２番地１３号
売りさばき所
宇和島市明倫町２番地１３号

平成２５年
４月１日

宇第
４２号

宇和島市築地町２丁目５番１８号 うわうみ漁業協同組合 売りさばき人名称
うわうみ漁業協同組合
売りさばき人住所
宇和島市築地町２丁目５番１８号
売りさばき所
宇和島市日振島１６８２番地
うわうみ漁業協同組合日振島支所

売りさばき人名称
日振島漁業協同組合
売りさばき人住所
宇和島市日振島１６８２番地
売りさばき所
宇和島市日振島１６８２番地

平成２１年
６月１日

設 置 年 月 日 平成１３年５月１５日

処 理 施 設 の 種 類 物理化学的処理

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ２～５

最大 ２～５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８２，０００

最大 ８２，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３．０

最大 ３．４

備考 汚水等は、アンモニア回収施設にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第２７号ヌ 廃ガス洗浄
施設

特 定 施 設 の 能 力 １分当たり１００ノルマル立方メートル処
理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

愛 媛 県 報平成２８年１２月１６日 第２８３４号

９６９



� �４汚水処理施設

� アンモニア回収施設

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５～１１

最大 ５～１１

通常 ９～１２

最大 ９～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７，５００

最大 ９，０００

通常 １６

最大 ５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７

最大 １０

通常 ７

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５，４００

最大 ６，４８０

通常 ３０

最大 ３７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２

最大 １．０

通常 ０．２

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２５６

最大 ３０５

通常 ２３６

最大 ２８８

備考 汚水等は、�１汚水処理施設にて処理する。

処 理 施 設 の 型 式 中和及び凝集

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製及び合成樹脂製等

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦６９メートル 横５５メートル
高さ ８メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり４，８００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和及び凝集

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １～１２

最大 １～１２

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６．４

最大 ９．６

通常 ６．４

最大 ９．６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７０

最大 １００

通常 ２０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １４．３

最大 １９．８

通常 １４．３

最大 １９．８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．３１

最大 １．００

通常 ０．３１

最大 １．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４，０８０

最大 ４，８００

通常 ４，０８０

最大 ４，８００

設 置 年 月 日 平成１３年５月１５日

処 理 施 設 の 種 類 物理化学的処理

処 理 施 設 の 型 式 蒸留濃縮、酸化及び電気分解

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製及び合成樹脂製等

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦２６メートル 横１５メートル
高さ ５メートル
縦３２メートル 横２５メートル
高さ１４メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，５５０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 蒸留濃縮、酸化及び電気分解

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

設 置 年 月 日 平成１３年５月１５日

処 理 施 設 の 種 類 物理化学的処理

処 理 施 設 の 型 式 ｐＨ調整及び蒸留

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製及び合成樹脂製等

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦４４メートル 横４６メートル
高さ２１メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，６８０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 ｐＨ調整及び蒸留

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．７

最大 １４．０

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

通常 ２３

最大 ５０

愛 媛 県 報平成２８年１２月１６日 第２８３４号

９７０



��������������

��������������

��������������

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１工場排水口

�������
�愛媛県告示第１３６３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市新須賀土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出

があった。

平成２８年１２月１６日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

退 任

�愛媛県告示第１３６４号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２８年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３６６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２８年１２月１６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

通常 １１．６

最大 ３３．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 １．６

通常 ０．６

最大 １．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，４３０

最大 １，６８０

通常 １，４３０

最大 １，６８０

備考 汚水等は、�１汚水処理施設にて処理する。

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９．４

最大 １１．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２５

最大 １．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６，６２０

最大 ７，８００

備考 この他に、雨水排水口が２箇所ある。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４．５

最大 ６．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２

最大 １５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 東 弘 二 新居浜市新須賀町二丁目３番２９号

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２８）第１５９９９号 平成２８年
８月２１日 西村土木� 都築 由枝 松山市高岡町６３－１ビッ

クバレー高岡３０３
平成２８年
１１月１日

石工事業、鋼構造物工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（特－２６）第３８３号 平成２６年
７月２４日 �桃建設 出海 誉洋 伊予郡松前町大字筒井１３

５５－１
平成２８年
１１月２５日

管工事業
造園工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２５）第１５３２４号 平成２５年
６月６日 岩井水道工業所 岩井 辰男 伊予市大平甲２－６ 平成２８年

１１月２８日
管工事業
水道施設工事業 建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山北条線
松山市下伊台町１５６５番７から

同町１６８７番５まで
平成２８年１２月１６日

愛 媛 県 報平成２８年１２月１６日 第２８３４号
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�愛媛県告示第１３６７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２８年１２月１６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第１３６８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２８年１２月１６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第１３６９号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２８年１２月１６日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

�愛媛県告示第１３７０号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２８年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第３８号

平成２８年１２月５日
東温市志津川字水木甲１８５７番２

松山市土居田町５１９番地９

重 信 潤

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第３９号

平成２８年１２月６日
東温市志津川字大原甲１０３６番、甲１０３７番、字夏梅甲１０４４番１

伊予市下吾川６３４番地５

沖 民 男

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第４０号

平成２８年１２月６日

東温市野田二丁目１０４番１、１０４番３、１０５番１、１０６番１、１０７番１、１０５番

１地先里道・水路

東京都港区浜松町二丁目４番１号

オリックス株式会社

代表執行役 井 上 亮

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０３００３８８ 有限会社 エスエー 愛媛県宇和島市柿原甲
１１８７番地１ 佐々木 昭 夫 居宅介護 訪問介護 さち 愛媛県宇和島市柿原甲

１１８７番地１
平成２８年
１１月３０日

３８１０３００３８８ 有限会社 エスエー 愛媛県宇和島市柿原甲
１１８７番地１ 佐々木 昭 夫 重度訪問介護 訪問介護 さち 愛媛県宇和島市柿原甲

１１８７番地１
平成２８年
１１月３０日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２３）第７９７６号 平成２３年
１１月１６日 森岡造園 森岡 敏 喜多郡内子町内子４０６５ 平成２８年

１１月１日 造園工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成２８年１２月１６日 第２８３４号

９７２
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平成２８年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３７２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３７３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３７４号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２８年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３７５号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２８年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
宇和島市吉田町白浦２７４８番から

同町白浦２４３７番４まで

旧 ４．３～１２．４ ０．５３９

新 ４．３～１２．４
６．４～３１．９

０．５３９
０．２６４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 無月宇和島線
宇和島市坂下津甲３０９番２から

同市坂下津甲３３２番２まで
平成２８年１２月２２日

〃 〃
宇和島市坂下津甲３４９番３から

同市坂下津甲３８１番２４４まで
平成２９年１月１３日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線
大洲市長浜町下須戒乙２０９番２から

同町下須戒甲６４２番４まで
平成２８年１２月１６日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

平衡・音声、言語・そしゃく機
能障害

耳鼻いんこう
科 市 立 宇 和 島 病 院 林 祐 志 宇和島市御殿町１番１号 平成

２８年１２月１日

聴覚・平衡・音声、言語・そし
ゃく機能障害

耳鼻いんこう
科 愛媛県立新居浜病院 � 木 太 郎 新居浜市本郷三丁目１番１号 平成

２８年１２月１日

ぼうこう又は直腸機能障害 消化器外科 社会医療法人真泉会
今治第一病院 大 塚 敏 広 今治市宮下町１丁目１番２１号 平成

２８年１２月１日

愛 媛 県 報平成２８年１２月１６日 第２８３４号
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第６７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２８年１２月１６日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１８６，４３６

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，７２９

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４８，３０５

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�愛媛県告示第１３７６号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２８年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

伊 藤 英太郎 今 治 市 医 師 会 市 民 病 院 今治市別宮町７丁目１－４０ 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町４丁目５－５ 平成２８年
１１月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

視 覚 障 害 眼 科 大 植 医 院 大 植 敬 子 今治市中日吉町２丁目３番２５号 平成
２８年１１月３０日

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４４，１３５ １４，７１２

南 宇 和 郡 １９，９２１ ６，６４１

松山市・上浮穴郡 ４３９，３６９ １３９，８９５

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４３，９１３ ４７，９７１

宇和島市・北宇和郡 ８０，９９７ ２６，９９９

八幡浜市・西宇和郡 ３９，６８６ １３，２２９

新 居 浜 市 １０１，６２６ ３３，８７６

西 条 市 ９３，２８８ ３１，０９６

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５３，０６０ １７，６８７

伊 予 市 ３２，０２０ １０，６７４

四 国 中 央 市 ７５，６０２ ２５，２０１

西 予 市 ３４，５０３ １１，５０１

東 温 市 ２８，３１６ ９，４３９

平成２８年１２月１６日 発行

愛 媛 県 報平成２８年１２月１６日 第２８３４号
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